
 

8  

昭
和
三
十
五
年
五
月
十
一
日
提
出 

質

問

第

八

号 

   

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

建
設
大
学
の
創
設
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
三
十
五
年
五
月
十
一
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

淸 

瀨 
一 

郞 

殿 

提 

出 

者 

山 

中 

吾 

郞 

 

一 

 



 

し
か
る
に
、
こ
れ
ら
の
事
業
遂
行
に
必
要
な
る
技
術
者
養
成
又
は
技
術
者
の
再
教
育
に
つ
い
て
は
、
政
府
に
お

い
て
な
ん
ら
の
考
慮
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
ま
ま
に
推
移
す
る
と
き
は
事
業
の
適
確
か
つ
円
滑
な
遂
行
は
と

う
て
い
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
。 

防
衛
庁
に
お
け
る
「
防
衛
大
学
」
、
国
家
公
安
委
員
会
に
お
け
る
「
警
察
大
学
」
と
併
立
し
て
、
建
設
省
直
轄
の

「
建
設
大
学
」
を
創
設
し
て
、
国
土
建
設
事
業
に
即
応
す
る
建
設
科
学
技
術
教
育
の
充
実
を
は
か
る
こ
と
は
次
の
理

由
に
よ
り
緊
急
重
要
な
る
施
設
と
思
う
が
、
政
府
の
見
解
を
お
き
き
い
た
し
た
い
。 

一 

国
土
建
設
事
業
の
急
激
な
膨
脹
に
伴
う
建
設
科
学
技
術
の
向
上
が
は
な
は
だ
し
く
等
閑
に
附
さ
れ
て
い
る
。 

二 

大
学
に
お
け
る
理
工
学
部
の
教
育
は
国
の
国
土
事
業
に
即
応
す
る
技
術
者
教
育
に
適
合
で
き
な
い
。 

戦
後
、
治
山
、
治
水
、
道
路
そ
の
他
国
土
の
保
全
及
び
国
土
開
発
事
業
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
、
年
々
そ
の
事

業
計
画
は
強
化
拡
大
さ
れ
、
年
度
国
費
支
出
は
数
千
億
円
に
及
ん
で
い
る
。 
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四 
三 
わ
が
国
の
地
理
的
条
件
の
特
殊
性
に
か
ん
が
み
、
国
土
保
全
事
業
は
恒
久
的
な
事
業
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
応

す
る
特
別
の
技
術
教
育
機
関
を
必
要
と
す
る
。 

四 

建
設
省
所
属
の
各
種
研
究
調
査
機
関
と
技
術
教
育
の
一
体
化
を
は
か
る
た
め
に
建
設
省
直
轄
の
「
教
育
機
関
」

を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
。 

右
質
問
す
る
。 


